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○中井町小児医療費の助成に関する条例施行規則 

平成18年３月24日 

規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、中井町小児医療費の助成に関する条例（平成７年中井町条例第17号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定める。 

（医療保険各法） 

第２条 条例第３条第１項に規定する規則で定める法律は、次に掲げる法律とする。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

(2) 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

(3) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

(5) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

第３条 削除 

（規則で定める医療費助成事業） 

第４条 条例第３条第２項第３号に規定する規則で定める医療費助成事業は、次に掲げる事

業とする。 

(1) 中井町重度障害者医療費助成条例（昭和50年中井町条例第15号）で定める医療費助

成事業 

(2) 中井町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例（平成３年中井町条例第23号）で

定める医療費助成事業 

（規則で定める額） 

第５条 条例第４条第１項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。 

(1) 医療保険各法の規定により定めた定款等で、附加給付金その他これに相当するもの

が支給されている場合は、その額 

(2) 医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る標準負担額 

(3) 他の法令等の規定により医療に関する給付を受けることができる場合は、その額 

（助成の方法の特例） 

第６条 条例第５条第２項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合

をいう。 

(1) 医療保険各法により児童等に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給さ
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れたとき。 

(2) 前号に規定する場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。 

２ 条例第５条第２項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、小児

医療費助成申請書（第１号様式）により町長に申請しなければならない。 

３ 前項の申請には、第１項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければ

ならない。ただし、町が国民健康保険法による保険者として小児に係る療養費を支給する

場合における申請については、この限りではない。 

（医療費の助成決定等） 

第７条 町長は、前条第２項の申請があつた場合において、医療費の助成を行うと決定した

ときは、小児医療費助成決定通知書（第２号様式）により、医療費の助成を行わないと決

定したときは小児医療費助成申請却下通知書（第３号様式）により申請者に通知する。 

（医療証の交付申請等） 

第８条 条例第６条の規定による申請は、小児医療費助成事業医療証交付申請書（第４号様

式）に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

(1) 医療保険各法による被扶養者（国民健康保険法による場合は、被保険者）であるこ

とを証する書類 

(2) 小児を養育していることを証する書類 

(3) 対象者の前年（養育している小児の誕生日が１月１日から６月30日までの間にある

場合には、前々年）の所得の状況を証する書類 

２ 町長は、条例第６条の規定により申請があつた場合において、条例第３条に規定する対

象者と決定したときは医療証（第５号様式）を交付し、同条に規定する対象者でないと決

定したときは小児医療費助成事業医療証交付申請却下通知書（第６号様式）により通知す

る。 

（医療証の有効期限） 

第９条 医療証の有効期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるも

のとする。 

(1) ０歳児 当該小児が生まれた日から満１歳に達した日の属する月の末日まで 

(2) １歳児から５歳児まで 当該小児がそれぞれの年齢に達した日の属する月の翌月１

日から次の年齢に達した日の属する月の末日まで 

(3) ６歳児から15歳児まで 当該小児が満６歳に達した日の属する月の翌月１日からそ

の月以後最初の３月31日まで（満６歳に達した日が３月である小児を除く。）及び当
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該小児が満７歳に達した日の属する年度の４月１日から満15歳に達した日以後最初の

３月31日まで 

（医療証の再交付） 

第10条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失つたときは、小児医療費助成事業医療証

再交付申請書（第７号様式）により町長に医療証の再交付を申請することができる。 

２ 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、小児医療費助成事業医療証再交付申

請書にその医療証を添えなければならない。 

３ 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失つた医療証を発見したときは、速や

かに、発見した医療証を町長に返還しなければならない。 

（届出） 

第11条 条例第７条に規定する届出は、小児医療費助成事業申請事項変更届（第８号様式）

に医療証を添えて行わなければならない。 

（受給資格消滅の通知） 

第12条 町長は、当該対象者が条例第３条に規定する対象者に該当しなくなつたと認めた

ときは、小児医療費助成事業受給資格消滅通知書（第９号様式）により当該対象者に通知

する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りではない。 

（添付書類の省略） 

第13条 町長は、この規則に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等に

より確認することができる場合には、当該添付書類の一部を省略することができる。 

附 則 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

２ 中井町小児医療費の助成に関する条例施行規則（平成７年中井町規則第17号）は、廃

止する。 

附 則（平成18年規則第17号） 

この規則は、平成18年10月１日から施行する。 

附 則（平成20年規則第27号） 

この規則は、平成20年10月１日から施行する。 

附 則（平成22年規則第５号） 

この規則は、平成22年10月１日から施行する。 

附 則（平成28年規則第14号） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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２ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の中井町情報公開条例施行規則、第２

条の規定による改正前の中井町個人情報保護条例施行規則、第３条の規定による改正前の

中井町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当

事業者の登録等に関する規則、第４条の規定による改正前の中井町児童福祉法施行細則、

第５条の規定による改正前の中井町保育の利用に関する規則、第６条の規定による改正前

の中井町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則、第７条の規定に

よる改正前の中井町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第８条の規定による改正前

の中井町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第９条の規定による改正前

の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の中井町障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の中井町身体

障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の中井町知的障害者福祉法施行細則、

第13条の規定による改正前の中井町営住宅条例施行規則、第14条の規定による改正前の

中井町介護保険料及び利用者負担額の減免等に関する規則、第15条の規定による改正前

の中井町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第16条の規定によ

る改正前の中井町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、第17条の規定による

改正前の中井町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則及び第18条の規定による改正

前の中井町指定下水道工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当

分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和元年規則第１号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第14号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年規則第７号） 

１ この規則は、令和３年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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第１号様式（第６条関係） 

第２号様式（第７条関係） 

第３号様式（第７条関係） 

第４号様式（第８条関係） 

第５号様式（第８条関係） 

第６号様式（第８条関係） 

第７号様式（第10条関係） 

第８号様式（第11条関係） 

第９号様式（第12条関係） 

 


